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ＩＣＴサービス安心・安全研究会 

消費者保護ルールの見直し・充実に関するＷＧ 

モバイルサービスの提供条件・端末に関するフォローアップ会合（第２回） 

 

１ 日時 平成２８年１０月１７日（月） １０：００～１２：００ 

２ 場所 総務省講堂（地下２階） 

３ 出席者（敬称略） 

 ○構成員 

  新美主査、平野主査代理、相田構成員、石田構成員、北構成員、長田構成員、

舟田構成員、森構成員 

  

 ○ヒアリング対象者 

  株式会社インターネットイニシアティブ、株式会社ケイ・オプティコム 

 

○オブザーバー 

株式会社ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ株式会社、ソフトバンク株式会社 

 

○総務省 

 高市総務大臣、あかま総務副大臣、金子総務大臣政務官、太田総務大臣補佐

官、福岡総務審議官、富永総合通信基盤局長、巻口総合通信基盤局電気通信

事業部長、秋本総合通信基盤局総務課長、竹村事業政策課長、藤野料金サー

ビス課長、徳光消費者行政第一課長、内藤料金サービス課企画官、渡部料金

サービス課課長補佐 

 

４ 議事 

（１） 開会 

（２） 議題 

① ヒアリング 

② 自由討議 

（３） その他 
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（４） 閉会 

 

５ 議事要旨 

【新美主査】  皆さん、おはようございます。本日は、足元の悪い中、また、お忙しい

中お集まりいただきまして、ありがとうございます。ただいまから、モバイルサービスの

提供条件・端末に関するフォローアップ会合第２回を開催いたします。 

 議事に先立ちまして、事務局から資料の確認をお願いいたします。 

【渡部料金サービス課課長補佐】  事務局でございます。お手元に配付しております資

料について確認させていただきます。 

 本日の配付資料は、議事次第に記載されております資料１から資料４までとなっており

ます。資料３、資料４の一部につきましては、構成員限りの情報が含まれており、「構成員

限り」となっているスライドにつきましては、質疑の際、ご配慮くださいますようお願い

いたします。構成員及び事務局のみに配付しておりますので、会議終了後、回収させてい

ただきます。 

 以上、ご確認ください。 

【新美主査】  どうもありがとうございます。 

 本日は、高市総務大臣、あかま副大臣、金子政務官にご出席をいただいております。 

 なお、高市総務大臣は公務のため、ＭＶＮＯからの説明が終了した時点で退席される予

定でいらっしゃいます。 

 それでは、開始に当たりまして、高市総務大臣からご挨拶をよろしくお願いいたします。 

【高市総務大臣】  本日は、ＭＶＮＯの拡大により、利用者の方々が、端末やサービス

について自由に選択する幅が広がっていくこと、そしてまた、市場競争がしっかりと強く

なっていくことを期待しながら、これまでの進捗状況を踏まえ、これからさらにどう取り

組んでいくか、論点ごとに整理をしていただきたいと思っております。 

 総務省では、ＭＶＮＯにつきまして、今年中に１,５００万契約という目標を掲げており

ますが、本年６月末時点で、前年同期比３割以上増の１,３４６万契約まで来ております。

ＭＶＮＯの皆様には、利用者のニーズをしっかり把握をしながら取り組んでいただいてい

ることと承知しております。 

 本日、特にＭＶＮＯの皆様からは、総務省の取組、それから最近の状況を踏まえて、さ

らに競争環境というのを改善していくためにどうすればいいと思っておられるのか、そう
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いう課題について、率直なご意見を賜れたら大変ありがたく存じます。 

 本日もよろしくお願いいたします。 

【新美主査】  大臣、どうもありがとうございました。 

 それでは、カメラ撮りの方は傍聴席にお戻りいただくか、ご退室をお願いいたします。 

 それでは、議事に移らせていただきます。 

 まず、ＭＶＮＯからのヒアリングを行います。また、大手携帯電話事業者３社には、第

１回会合でのヒアリングに続きまして、本日の会合にはオブザーバーとしてご出席をいた

だいております。 

 それでは、本日のヒアリングにつきまして、事務局からご説明をお願いいたします。 

【渡部料金サービス課課長補佐】  お手元の資料１をごらんください。表紙をおめくり

いただきまして、２枚目下半分、本日の第２回会合のヒアリングは、こちらの２社にお願

いしてございます。一番下に書いておりますけれども、説明時間終了の２分前にベルが１

度、終了時にベルが２度鳴りますので、本日発表いただく２社の方におかれましては、円

滑な議事進行にご協力をお願いいたします。 

 以上でございます。 

【新美主査】  ありがとうございました。 

 それでは、ＭＶＮＯ２社よりヒアリングを行います。 

 なお、質疑応答につきましては、２社からのご説明をいただいた後にまとめて行いたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、まずは、株式会社インターネットイニシアティブ、島上様からご説明をお願

いいたします。 

【ＩＩＪ（島上）】  ただいまご紹介にあずかりました株式会社インターネットイニシア

ティブの島上と申します。本日はこのような機会をいただきまして、誠にありがとうござ

います。時間が限られておりますので、早速説明のほうに入らせていただきます。座って

やらせていただきます。 

 まず、ページをめくっていただいて、２ページは弊社の概要ですので、本日の研究会の

皆様はご存じのことだと思いますので、割愛いたします。 

 ３ページ目をお願いいたします。本会合におけるフォローアップ事項として、１点目か

ら４点目まで挙げられておりまして、本日、弊社からは、２点目、３点目、４点目の３点

についてお話をさせていただきたいというふうに思っております。 
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 まず、２番目の、４ページ目です。ＳＩＭロック解除の取組に対する評価、要望につい

てです。５ページ目に行きます。先般、ご承知のとおり、平成２６年１２月に「ＳＩＭロ

ック解除ガイドライン」が改定され、平成２７年５月以降発売のＳＩＭロック設定がなさ

れた端末については、事業者は原則としてＳＩＭロック解除に応じなければならないとい

うことになりました。 

 ＳＩＭロックの解除が行われるケースというのはさまざまありまして、ＭＮＯを移る場

合、ＭＶＮＯに移る場合、あるいはＭＮＯに限らず、海外のＳＩＭを使う場合、このよう

な場合にＳＩＭロックの解除が必要となっております。 

 ６ページ目に行きまして、まず、平成２６年１２月に決まった、平成２６年の議論のと

きからＳＩＭロック解除に関する状況が少し変わっているのではないかと思っております。

１点目が、ＭＶＮＯ専用ＳＩＭというのがＭＮＯさんのほうから出るようになりました。

当時はＭＶＮＯのホームＭＮＯの端末であれば、ＭＶＮＯに移っても、ホームＭＮＯの端

末をそのまま使えたというのが一般的だったのが、その後、ＭＶＮＯ専用のＳＩＭという

のをＭＮＯさんが出されまして、ホームＭＮＯの端末であっても、ＭＶＮＯ専用ＳＩＭだ

とＳＩＭロックを解除しないと使えないというケースが出てきております。 

 ２点目が海外のＳＩＭ利用ということで、東南アジア、あるいはヨーロッパでは以前か

ら行われているということですが、端末を持っていって、空港に着いたらＳＩＭを買って、

ＳＩＭを入れかえて、非常に安い、ローミングではない、現地の料金でプリペイドＳＩＭ

を使うということが行われてきまして、日本の３Ｇの端末も海外に持っていって、ＳＩＭ

を入れかえることによって安い通信サービスを使うことができます。 

 ただ、当然のことながら、現地に行ってプリペイドＳＩＭを買ってアクティベーション

するというのは、なかなか利用者にとっては厳しいことだったのですが、先般、いろいろ

な事業者から、日本でも買えるようになりまして、量販店へ行きますと海外で使えるプリ

ペイドＳＩＭというのが売ってございます。サポートも日本語で受けられるようになりま

して、より利用者にとって一般的になっているかと思います。 

 そのようなＳＩＭはＭＮＯのＳＩＭとは当然違いますので、ＳＩＭロックがかかってい

る端末であれば使えないということが出てきまして、このような海外のＳＩＭが一般的に

なったというところから少し状況が変わってきているのかなと。 

 あと３点目が、フルＭＶＮＯというのがこれから出てまいります。フルＭＶＮＯという

のは、右の下に書かせていただいているとおり、ＨＬＲ／ＨＳＳをもって独自のＳＩＭを
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発行いたします。なので、基本的にはＭＮＯさんの端末を使おうとすると、必ずＳＩＭロ

ックの解除が必要となるというような状況が、平成２６年の議論のときからは状況が変わ

ってきているかと思っています。 

 ７ページ目に行きまして、したがって、評価としては、スイッチングコストの低減が一

定程度図られたというのは間違いないのですが、ＳＩＭロックの解除の重要性はますます

増しておりまして、利用者がＳＩＭロック解除を利用しやすい環境というのは、引き続き

整備していくべきだろうと考えております。 

 現在は、大体６カ月間は、不適切な行為を抑止すべきというような考え方で６カ月のＳ

ＩＭロックが許されているというようなものが運用的に一般的になっておりますが、これ

から重要性が増していく中、ＳＩＭロック解除を受け付けない期間の廃止、あるいは短縮、

あるいはネットワークの利用制限の活用等によって、ＳＩＭロックではない形で不適切な

行為を防止するなどの検討も必要ではないかと考えておる次第でございます。 

 次が端末購入補助適正化についてご報告します。９ページ目です。こちらもガイドライ

ンができたことによりまして、異常なスマートフォンの販売は一定程度沈静化しているよ

うに思われます。一方で、単純なキャッシュバックにかわってクーポン券を用いるなど、

実質的な端末購入補助の増額というのは確かに一部で見られているというところでは、行

き過ぎた端末購入補助というのは、そもそもの考え方として、正常な事業者間の競争を著

しく歪めるものであろうということで、そのようなものに関してはガイドラインが適正に

運用され、それがなされていない場合には見直しが必要であろうというふうに思っており

ます。 

 最後ですが、ＭＶＮＯの競争環境の動向ということで、こちらについては２点、ご報告

をさせていただきます。 

 まず、１１ページのＨＬＲ／ＨＳＳ機能連携についてということになります。弊社につ

いてですが、８月２９日にＮＴＴドコモ様に対して加入者管理機能、これはＨＬＲ／ＨＳ

Ｓの連携の申し込みをいたしました。これによりまして、フルＭＶＮＯと言われているデ

ータ通信のサービスを２０１７年下期から開始できる予定になっております。 

 １３ページ目に参りまして、これまでの経緯ですが、２０１４年３月に、我々も加盟し

ておりますテレコムサービス協会、ＭＶＮＯ委員会のほうからＨＬＲ／ＨＳＳ開放に関す

る事業者間協議の促進を盛り込んだ政策提言を公表させていただきました。 

 その後、２０１４年１０月に「モバイル創生プラン」、２０１４年１２月に「２０２０年
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代に向けた情報通信政策の在り方」、２０１５年１２月のＩＣＴサービス安心・安全研究会、

携帯電話料金タスクフォースにおいて、それぞれＨＬＲ／ＨＳＳの開放というのを検討い

ただきまして、２０１６年５月、今年、ＭＶＮＯ事業化ガイドラインを改正して、ＨＬＲ

／ＨＳＳ連携機能が開放を促進すべき機能として盛り込んでいただきました。 

 並行しまして、我々は、２０１４年夏からＮＴＴドコモ様と一緒にずっと事業者間協議

を継続しておりまして、先ほどの取組も非常にバックアップいただきまして、晴れて８月

２９日に申し込みをすることができるようになったということをご報告させていただきた

いと思います。こちらは競争環境整備というのがきちんと実を結び、事業者間協議がきち

んと進んでいるということの一つの大きな成果ではないかというふうに我々としては捉え

ております。 

 フルＭＶＮＯによって新しいサービスができるというのは、ここに書かれたような国内

外における新しいサービスができたり、ＳＩＭをより活用できるようなサービスが出てく

るということであり、今までの開放とは、さらにもう一歩進んだ新しいサービスというの

が、これからつくれるようになるというふうに思っております。 

 最後に、競争環境という観点で接続料に関して１点だけ問題提起をさせていただきたい

と思っております。接続料というのは、利用者様の利用料金にストレートに反映されるも

のですので、非常に重要と捉えております。接続料確定に関するタイムラグという形で、

１６ページに書かせていただいておりますが、今までのさまざまな取組によりまして、接

続料については非常に透明化が進み、かつ低廉化も進み、競争環境整備という観点におい

ては、非常に望ましい方向に向いているものというふうに我々としても捉えております。 

 「ずれ」という観点におきましては、総務省様が出されている資料の一番最後のページ

に接続料の決まり方というのが出ておりますが、２９年度の接続料というところに着目し

ますと、２９年度に我々がお支払いする接続料というのは、２７年度の実績を用いたもの

に沿って仮払いをしていきます。２８年度の実績が２９年度に反映されますが、２８年度

の実績が決まるのが２９年度の終わりです。したがいまして、２９年度に我々が事業をす

る場合には、どれだけのコストになるのかというのがわからないままに事業を行い、２９

年度の末にそれが精算される。 

 さらに、現時点では変動が非常に激しいということで、平成３０年度の終わりに、２９

年度でもう一度精算していただけると。これについて、我々としては非常に前向きに捉え

ておりますが、実際には、事業的なコストを予見することが非常に難しいという点と、あ
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とは企業会計でもフォース・クォーター、我々も会計年度が３月で締まるのですが、３月

の終わりに大きくコストが動くといったところで、我々としては、ＭＶＮＯの事業がどん

どん大きくなる中で、非常に事業的にやりづらい面がございますと。 

 こちらについては、いろいろな難しい問題をはらんでいるということは重々承知してお

りますが、これからのＭＶＮＯの発展とモバイルサービスの活性化という観点においては、

大きくなるにつれて避けられない問題になってくるのかなと捉えておる次第です。 

 以上、弊社からのご説明を終わります。 

【新美主査】  どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、株式会社ケイ・オプティコムの久保様からご説明をいただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

【ケイ・オプティコム（久保）】  ケイ・オプティコムの久保でございます。本日はこの

ような場を与えていただきまして、ありがとうございます。 

 それでは、早速資料の説明にかからせていただきます。まず、１ページ目でございます

けれども、ここにはちょっと記載がございませんけれども、弊社は平成１３年から関西で

ＦＴＴＨサービスを開始しておりまして、現在１６０万を超えるお客様にご利用いただい

ております。このサービスに加えまして、平成２６年６月よりｍｉｎｅｏというブランド

でＭＶＮＯサービスを提供いたしました。現在は、その図にございますように、ＮＴＴド

コモ、ＫＤＤＩ回線をお客様に選択いただけるマルチキャリア対応のＭＶＮＯとして活動

しておりまして、９月末時点で総加入３９万件、キャリアの比率はＫＤＤＩがやや多く６

対４となっております。 

 ２ページ目をごらんください。「ＳＩＭロック解除ガイドライン及び端末購入補助ガイド

ラインに対する評価と課題」ということでご報告をさせていただきます。 

 ３ページ目をごらんください。総務省殿による各種ガイドラインの制度整備は、利用者

利便性の向上につながっただけでなく、ＭＶＮＯの普及促進に対しても効果があったと評

価しております。 

 まず、ＳＩＭロック解除ガイドラインについては、ＳＩＭロック解除が制度的に義務づ

けられたことによって、ＭＶＮＯへの移行障壁が下がり、普及促進につながったと考えて

おります。ただ、目に見える形の効果は来年以降に見えてくるのではないかと予想してお

ります。一方で、ＳＩＭロック解除についても早期に解決すべき課題が残っているという

認識です。 
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 また、端末購入補助ガイドラインについては、端末の購入を条件とした過剰なキャッシ

ュバック等が抑制されたことから、低廉なＭＶＮＯに関心が集まったと考えており、ＭＶ

ＮＯの普及促進において大きな効果があったと評価しています。一方で、下取りによる割

引や固定系通信市場への影響については課題が残っているという認識でございます。 

 ４ページ目をごらんください。ＳＩＭロックにつきましては、ＭＮＯによって対応が異

なる部分があり、資料記載の３ケースは、ＭＶＮＯが不利になるだけでなく、利用者にも

混乱を招くものであるというふうに考えております。まず、１つ目のケースは、キャリア

内の移行でもＳＩＭロック解除が必要となるケースです。 

 また、２つ目のケースは、ＳＩＭロック解除後、一部機能が制限されるということで、

図に記載しておりますのは、テザリング機能の例でございまして、ＭＮＯでは使えていた

機能が、端末とキャリアの組み合わせによっては、ＭＶＮＯでは使えなくなるということ

を示しております。 

 ３つ目のケースは、そもそもＳＩＭロック解除に対応できないというものです。右の図

に示すとおり、ドコモ、ソフトバンクなどの運用では、解約後３カ月経過したり、契約者

本人でない申し込みについては、ＳＩＭロック解除ができないことになっています。この

運用ではＳＩＭロックのかかった中古端末は永久にロック解除ができないため、利用者の

利便性や端末の流動性を損なうものと考えています。それぞれのケースにおける弊社が考

えるあるべき姿は記載のとおりでございますけれども、実現に向けた取組を推進すること

が重要であると考えます。 

 それでは、５ページ目をごらんください。次に、端末購入補助に関する課題をご紹介さ

せていただきます。端末の下取りによる割引については、原則としてガイドライン上、補

助の対象外となっておりますので、ＭＮＯ各社はこの下取り価格を操作することで「実質

０円」の営業活動を実施しています。このような各社の取組が適正なものかどうか、分析・

検証することが重要であると考えます。 

 例えば、表に記載しております（１）の点では、ＭＮＯ各社と中古市場では大きな価格

差がございます。ガイドラインでは一般的な価格を上回る分については補助対象とするこ

とが明記されていますが、一般的な買い取り価格の見方によっては、端末購入補助による

実質負担額が０円以下になるということも考えられます。 

 また、（２）の点では、新旧機種が同じ値段で設定されるなど、合理的とは思えない価格

設定がされております。いずれのケースにおきましても、ガイドラインの趣旨に沿ってい
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ない不適切な行為となっていないか、確実に分析・検証していただくとともに、公正な競

争や利用者の公平性の観点で課題が明らかになれば、早期にご対応いただくことが重要で

あるというふうに考えます。 

 ６ページをごらんください。委員限りの参考情報になりますが、ＭＮＯ各社が下取り料

金を、下取りを条件に実質０円を積極的に展開しているということがごらんいただけると

思います。 

 ７ページをごらんください。７ページは固定系通信市場への影響に関する課題でござい

ます。ＮＴＴのサービス卸についての議論が一昨年行われたときから、弊社としては、Ｍ

ＮＯが移動系通信で得られた莫大な利益をベースに固定系通信をセット販売し、その際に

過剰なキャッシュバックがなされると、移動系通信市場のみならず、固定系通信市場もＭ

ＮＯにより寡占化してしまう可能性があるということを主張してまいりました。今回のガ

イドラインの適用により抑制された端末購入補助が、そのセット販売の割引原資にさらに

転嫁されることになれば、固定系通信市場の競争環境に与える影響は一層大きくなると考

えております。 

 図につきましては、サービス卸におけるＭＮＯのシェアを記載しておりますが、ごらん

のとおり、この１年でＭＮＯのシェアは急拡大しております。この状況で端末購入補助の

適正化によって浮いた資金がセット販売時のキャッシュバックに転嫁されることになれば、

ＭＮＯによる市場支配にさらに拍車がかかります。端末購入補助の適正化に伴う影響につ

いては、固定系通信市場にも及ぶものと考えられますので、このような観点でも分析・検

証いただき、公正な競争環境の観点で課題が明らかになれば、早期にご対応いただくこと

が重要と考えます。 

 それでは、８ページ目をごらんください。これも委員限りの参考情報となりますが、記

載しているような営業を確認しております。営業現場の実態を把握した上で、影響を分析・

検証することが重要というふうに考えております。 

 ９ページをごらんください。９ページからは弊社から見た「ＭＶＮＯの競争環境の動向」

に関してご説明をいたします。 

 １０ページをごらんください。ＭＶＮＯ市場は多くの事業者が参入・競争することで、

低廉な料金・サービスが実現し、利用者の利便性向上に貢献してきたと考えております。 

 ＭＶＮＯ市場の全体像は図のようにイメージしております。なお、ソフトバンクのサブ

ブランドはＭＶＮＯ市場をメインターゲットとしていると考えられるため、ＭＮＯ側では
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なく、ＭＶＮＯ側に位置づけております。このような市場環境の中、各種施策によりＭＶ

ＮＯは拡大してまいりましたが、携帯市場全体のシェアで見ると、数％程度と規模はまだ

まだ小さく、今後とも普及促進に向けた取組が重要と考えております。 

 その取組に関して、弊社が考える課題を２点ご説明させていただきます。１１ページを

ごらんください。まず、１点目の課題は、円滑な事業者間協議というものです。ＭＮＯと

ＭＶＮＯは情報の非対称性を有する関係にあり、ＭＮＯは交渉上優位な立場でありますが、

事業者間協議ではＭＮＯから十分な情報開示がされないまま、ＭＶＮＯがそのまま受け入

れるしかない、あるいは断念せざるを得ないケースというものがございます。本日は具体

例として、ＭＮＯから提示された料金の妥当性を検証できないケースについてご説明させ

ていただきます。ＭＮＯから提示される料金に対して見積もり根拠を求めたとしても十分

な情報開示がされず、弊社において妥当性が検証できない状態が継続してしまうというも

のです。最終的には、スケジュール上やむなく受け入れたというようなことがございまし

た。このような状況は、ＭＶＮＯに対する料金の算出方法をＭＮＯが適正かつ明確に定め

ていないと思われることが原因であると考えております。事業者間協議を円滑に行うため

には、ＭＮＯは早期の情報開示を徹底するなど、情報の非対称性を軽減する取組が不可欠

と考えております。 

 それでは、１２ページをごらんください。２つ目の課題は、公正な競争環境の確保とい

うものです。ＭＮＯの子会社やサブブランドは、ＭＶＮＯでは到底なし得ないような料金、

サービスを展開しており、ＭＶＮＯ市場はＭＮＯによる協調的寡占状態になってしまうの

ではないかということを懸念しております。 

 左の図はグループ内の会社だけを不当に優遇しているのではないかということを疑われ

る状況を示しております。価格面、品質面、営業面等を考えますと、弊社では到底なし得

ないものであるということから、このような疑惑を抱いたものでございます。 

 右の図に記載しておりますのは、ＭＮＯのサブブランドへの懸念でございます。料金、

サービスはともにＵＱ殿と類似しており、他のＭＶＮＯでは追従が困難と思われます。グ

ループ外のＭＶＮＯからすればＭＮＯグループが持つ強大な基盤を武器にされますと、事

業が立ち行かなくおそれがあります。ＭＮＯとそのグループ会社が競争阻害的な活動を実

施していないか、監視を強化していただくことが重要であると考えております。 

 終わりになりますけれども、ＭＮＯ３グループは携帯電話市場で得た莫大な利益を原資

として事業活動を行い、ただいま申し上げましたＭＶＮＯ市場への介入だけでなく、固定
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系通信市場を含めたさまざまな分野でその影響を拡大しております。このような状況が続

きますと、将来的には電気通信市場全体がＭＮＯ３グループにより支配されてしまうので

はないかということを強く懸念しております。弊社としては、ＭＮＯ３グループの強大な

市場支配力を念頭に置いて、公正な競争環境を確保することが不可欠というふうに考えて

おります。 

 説明は以上でございます。 

【新美主査】  どうもありがとうございました。 

 それでは、質疑応答に移りたいと存じます。ただいまのＭＶＮＯ２社のご説明について

ご質問がございましたら、どうぞご発言、よろしくお願いいたします。 

 また、大手携帯電話事業者の３社のご担当の方にも同席いただいておりますので、内容

によっては、そちらにもご質問していただいて結構でございます。 

 それでは、平野さん、お願いします。 

【平野主査代理】  非常に丁寧なわかりやすいご説明、ありがとうございました。 

 ＩＩＪさんの資料の７ページ目で、下の２つのパラグラフについてお伺いしたいんです

けど、ＭＮＯさんもいらっしゃるので、そちらのほうにもお伺いしたいのですが、下から

２番目の６カ月間解除できないというところですね。これを何とかできないかというご要

望で、たしか私の記憶が正しければ、前回ソフトバンクさん、もう少し期間を縮めること

をご検討というようなお話があったと思いますが、そこのところをちょっと、ソフトバン

クさん、どのくらいのイメージ、期間を短くする、お持ちなのかということをお伺いした

いのが１点。 

 もう一つは、ＩＩＪさんの７ページ目、一番下から２行目の不適切な行為防止の他の方

策、具体的には下から３行目の「ネットワーク利用制限」、ここのところはどんなようなこ

とをおっしゃっているのか。おそらく、ちょっと先の話ですが、資料４、事務局様の６ペ

ージ目にちょっとそのような絵が書いてあるのかなと素人ながらに思うのですが、そこを

ＩＩＪさん、ご説明をいただきたいと思います。 

【新美主査】  それでは、まず、ソフトバンクさんのほうからよろしくお願いします。 

【ソフトバンク（松井）】  ソフトバンクです。前回お話しさせていただいたのは、弊社

として、当然、端末代金の未払いですとか、端末入手のみを目的としたような短期契約と

いうものを防止するために、当初の１８０日というのを設けておりましたと。ＳＩＭロッ

ク解除というものが一定、１年ぐらい運用される中で改めて見直した場合に、割賦の金額
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も含めて、支払いの確認というものがきちんとできる必要最小限の期間であれば、多少縮

める余地があるのではないかということで前回提案をさせていただいた次第ですけれども、

具体的な１８０日を何日といったところについては、もう少し検討が必要なんですけれど

も、イメージとしてですけれども、例えば１２０日とか、そういったレベルで縮めるとい

うことに関しては検討の余地があるのではないかということで、今社内のほうの検討を進

めているところでございます。 

【新美主査】  ありがとうございます。 

 それでは、ＩＩＪさん、よろしくお願いします。 

【ＩＩＪ（島上）】  今、平野様からご質問をいただいた件は、まさしく総務省様からの

資料の６ページ目にあるところです。我々の理解が正しいかどうかわからないんですけど、

我々の理解では、今、ＭＮＯ様は、ＭＮＯ様が販売した端末について、６ページの下にあ

るような事態が発生したときには、その端末を使えないような措置をとっていらっしゃる

と。今、ＳＩＭロックがかかっておりますので、ドコモさんの端末はドコモでしか使えな

い。ａｕさんの端末はａｕでしか使えないので、そこで使えないようにすれば、それは事

足りるということなんですが、それをもう少し拡大するなど、今のＳＩＭロックの必要性

というのが、この不正利用みたいなところがフォーカスされているのであれば、ほかのや

り方によってそこを担保することによって、ＳＩＭロック解除の期間を短くすることがで

きるのではないでしょうかというような意見でございます。 

【新美主査】  ありがとうございます。 

 ほかにご質問、ご意見ございましたら。森さん、お願いします。 

【森構成員】  ご丁寧なご説明ありがとうございました。私も仕組みがわからなくてお

尋ねするんですけれども、ＩＩＪさんの資料の６ページ目のＭＶＮＯ専用ＳＩＭの話です。

これは、前回からＭＮＯが自社回線を使うＭＶＮＯに移行したユーザーについて、そのま

まＳＩＭロック解除なしで使えるかという話が出ていまして、今回、ケイ・オプティコム

さんの資料にもあったと思うんですけれども、それとこれとは違うんですよね。これはユ

ーザーの移動する方向の逆といいますか、もうちょっとご説明をいただけたらと思います。 

【ＩＩＪ（島上）】  今、森様からご質問いただいたＭＶＮＯ専用ＳＩＭというのは、ケ

イ・オプティコムさんがご指摘している、まさにそのことです。同じです。 

【新美主査】  ほかにございますでしょうか。石田さん、お願いします。 

【石田構成員】  販売の実情というのがよくわかっていないのでお伺いしたいんですけ
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れども、ＭＮＯさんが端末０円ということで通信料から割引くというところが問題になっ

ているわけですけれども、ＭＶＮＯさんは、現在はＳＩＭだけの販売が多いのか、販売の

ときに、別途、端末をも含めた販売が多いのか。それと割合はどうなっているのか。また、

端末もあわせて契約するという場合に、通信料から何か割引があるとか、そういったよう

なことはございますか。 

【新美主査】  それは、ＭＶＮＯ２社さんにそれぞれ。 

【石田構成員】  はい。 

【新美主査】  それじゃ、まずＩＩＪさんからお願いします。その後、ケイ・オプティ

コム様、お願いします。 

【ＩＩＪ（島上）】  お答えいたします。端末の販売につきましては、ＭＶＮＯ各社いろ

いろな取組をやられていますので、あくまでも弊社の取組という形でお話ししますと、我々

もオプションで端末の提供は行っております。実数まではちょっと申し上げるあれはない

ですけど、ＳＩＭ単体のほうが多いです。端末販売によって特別な割引等は、我々はして

おりません。 

【新美主査】  ありがとうございます。 

 それでは、ケイ・オプティコムさん、よろしくお願いします。 

【ケイ・オプティコム（久保）】  ａｕの回線とドコモで若干違いがございますけれども、

端末セットで使われる方がａｕのほうがやや数字が高くて１０％弱、ドコモの場合で５％

ぐらいでございます。端末につきましては、我々が独自調達したものをお出ししておりま

すけれども、一応それについては適正な利潤、手数料等を乗せた上で割賦、もしくは一括

で回収しているというのが現状でございます。 

【新美主査】  ありがとうございます。よろしいでしょうか。割引等はどうなっている

かということですが。 

【ケイ・オプティコム（久保）】  全く割引等はしておりません。通信料の割引というの

は、もともと９８０円とか９００円のサービスですので、全くそういうことはしておりま

せん。 

【新美主査】  よろしいでしょうか。 

【石田構成員】  はい。 

【新美主査】  ほかにご質問、ご意見ございましたら。長田さん。 

【長田構成員】  ありがとうございます。ケイ・オプティコムさんにお伺いしたいので
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すけれど、実はｍｉｎｅｏのコマーシャルをよく拝見しております。あの中で、「あなたの

スマホそのままで通信料が安くなる」と言っていらっしゃって、実はその下にそうでない

場合があるというのが小さく書いてあって、正直私からすると、ちょっと誤認させるんじ

ゃないのと思うところがあるわけですが、今回書いてくださっている４ページのＫＤＤＩ

さんの場合はロック解除が必要なんだというところが解決されれば、そこの下の何行かは

なくなるというふうに理解していいんでしょうか。 

【新美主査】  いかがでしょうか。 

【ケイ・オプティコム（西岡）】  幾つか、それだけではだめなものがあるというふうに

考えていまして、今、長田構成員がおっしゃられたように、ＳＩＭロック解除、同一のキ

ャリアさんのネットワーク内であったとしても、ＳＩＭロックがかかっているＫＤＤＩさ

んの例もありますので、ＳＩＭロック解除が必要だという話と、あとはどうしてもお持ち

の端末によっては、キャリアさんごとに周波数が決められていますので、その周波数の違

いによって、そのまま使えないケースもあり得るという意味合いでお書きしています。た

だ、弊社の場合、早くにドコモさんとＫＤＤＩさんの両方のネットワークに対応しました

ので、そのまま使える端末が一番多いＭＮＯということで、ああいう表現をさせていただ

いているということでございます。 

【新美主査】  よろしいでしょうか。ほかにご質問ございましたらお願いします。 

 では、私のほうから１つ、ケイ・オプティコムさんの資料に基づいて伺いますけれども、

中古端末の価格について、ケイ・オプティコムさんのいただいた資料の５ページで、それ

ぞれの下取り価格と中古端末業者の価格が比較してありますけれども、この値段そのもの

ではなくて、中古端末のマーケットというのはどれくらいの規模なのか。そこではきちん

とした自由競争が働いているのかというのが一番気になるところであります。というのは、

下取り端末というのは結構な量が下取りされていると思うのですが、それがきちんと流通

に流れているのかどうか。それが流れていないのでしたら、そもそも中古端末のマーケッ

トプライスというのは歪んでいるのではないか。そういう疑問があるものですから、どう

なっているのか教えていただきたいと思います。 

【ケイ・オプティコム（久保）】  この辺は私どものお客さんに対する聞き取りで調べて

おりますので、ちゃんとした数字かどうかというのはちょっとわかりませんけれども、私

どものＳＩＭを契約された方で、新古、もしくは中古の端末を調達されて使われる方は、

ａｕさんですと大体１５～１６％、ドコモさんですと１０％ぐらいというふうになってお
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ります。ほとんど４割ぐらいの方は、ご自分が今持たれている端末をそのまま利用するか、

今まで家で遊んでいた端末にＳＩＭをさせて使うとか、そういう使われ方と、最近はＳＩ

Ｍフリーを使われる方も増えてきているというのが現状でございます。 

【新美主査】  これはＭＶＮＯさんに伺うのではなくて、現実に下取りをしているＭＮ

Ｏさんに聞いたほうがいいと思うんですが、下取りしたものがそのまま中古市場に流れる

のかどうか。その辺を伺いたいと思います。ドコモさんから３社さん、それぞれよろしく

お願いします。 

【ＮＴＴドコモ（田畑）】  ドコモでございます。弊社のほうで下取りした端末について

は、ケータイ補償サービスというのがございまして、故障とか紛失とか、そういったお客

様が端末のトラブルに遭われたときに、代替のものとして提供するものに下取った端末を

活用しているほか、海外に転売するとか、そういったことも含めて活用しております。 

【新美主査】  今のご説明ですと、中古マーケットそのものの形成ということは特に考

えていらっしゃらないという理解でよろしいですか。 

【ＮＴＴドコモ（田畑）】  そうですね。中古マーケットを形成しようという目的ではご

ざいません。 

【新美主査】  ありがとうございます。 

 それでは、次にＫＤＤＩさん、よろしくお願いします。 

【ＫＤＤＩ（古賀）】  ＫＤＤＩでございます。私どもも特に中古のマーケットというこ

とを意識してというようなことで事業をやっているということはございません。ちょっと

数字等々どのぐらい、海外でどのぐらいで、日本国内に回っているのか等々、私、今数字

を持っていませんのでわかりません。 

【新美主査】  ありがとうございます。 

 それじゃ、ソフトバンクさん、よろしくお願いします。 

【ソフトバンク（松井）】  ソフトバンクですけれども、ソフトバンクも基本的に先行の

２社さんと同じなんですけれども、弊社の場合、グループ会社にブライトスターという海

外のキャリアさんがいますので、そこを通じて海外に流したり、あとは全体的な中古市場

ということで拡大をしていくというような、全般的には流れになっているというふうに理

解しています。 

【新美主査】  ありがとうございます。私がこれを聞いたのは、自動車などに、結構関

与しているものですから、自動車の場合の中古車の価格というのは、きちんとデータブッ
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クが出ておりまして、何年のどういう車種が幾らかというのは大体のマーケットプライス

が出ているんですね。携帯端末の場合、どうもそういうものがあまり見かけられないので、

どういう状況なのか伺いたかったということでございます。 

 それでは、ほかにご質問、ご意見ございましたら、よろしくお願いします。 

 平野さん、お願いします。 

【平野主査代理】  今の新美先生の質問を受けてというか、ちょっと関心が、３社さん、

キャリアさんのお答えが、一部海外に売っているというところ、そこをもう少し知りたい

んですけれども、海外にというのは、おそらく市場の流れというのは、代理店さんがお客

さんとの間で交渉して中古品を買い取る、所有権はおそらく代理店さんが持っていて、そ

れを代理店さんが何かの経由で海外の流通に流していらっしゃるという、そこのところを

どういう、海外にどういうふうに流しているのか。その辺もう少しお伺いしたいんですけ

ど、３社さん、よろしいでしょうか。 

【ＮＴＴドコモ（田畑）】  ドコモでございます。お客様から買い取った下取り端末につ

いては、海外に流しているところではございますが、特に国内に流さない、制限をしてと

か、そういうことではございませんで、高く売れるところに流すとか、そういった形でや

っておりまして、ちょっと契約の中身については差し控えさせていただきたいと存じます。 

【新美主査】  では、ＫＤＤＩさん、よろしくお願いします。 

【ＫＤＤＩ（古賀）】  ＫＤＤＩでございます。私どもも直接私どもが海外だとか、国内

へ持っていってというよりは、やはり業者さんがいらっしゃいますので、その業者さんと

の契約で業者さんに販売するという形でございまして、先日、公正取引委員会さんのご指

摘なんかもありましたけれども、特にそういった制限的なものを設けているというような

ことはなく、ビジネスはしております。 

【新美主査】  それでは、ソフトバンクさん、よろしくお願いします。 

【ソフトバンク（松井）】  弊社についても先行の２社さんと全く同じなのですけれども、

個別の、弊社の場合はブライトスターさんというのを使っているんですけれども、そこと

の契約関係の詳細については、ちょっとこの場では控えさせていただきたいと思います。 

【新美主査】  ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 ほかにご質問、ご意見ございましたら、よろしくお願いします。よろしいでしょうか。 

 それでは、ＭＶＮＯの２社さんに対する質疑応答は以上にさせていただきたいと思いま

す。 
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 それでは、続きまして、第１回会合を含めたこれまでのヒアリング、ご議論を踏まえま

して、論点ごとの議論に移りたいと思います。 

 まず、事務局からご説明をよろしくお願いします。 

【内藤料金サービス課企画官】  それでは、資料４に基づき、フォローアップの論点に

ついて説明させていただきたいと存じます。 

 論点は、検討項目ごとに構成員のご発言やヒアリング各社の資料をもとに見込みで作成

しているところでございますので、若干今の議論を踏まえていない点など、ご容赦いただ

ければと存じます。 

 ページをおめくりいただきまして、１ページにお進みください。まず、スマートフォン

の料金についての論点について２点挙げております。まず１点目は、昨年のタクスフォー

スの議論を踏まえ、大手携帯電話事業者においてライトユーザー・長期利用者向けの料金

プラン等を導入する一方、低廉な料金プランを提供するＭＶＮＯがさらに拡大を続けてお

り、今後の料金低廉化は、大手携帯電話事業者とＭＶＮＯの公正な競争を加速させていく

ことで促すことが効果的ではないか。２点目、そのためには、ＭＶＮＯが大手携帯電話事

業者に支払う接続料の適正化などによる競争環境の整備や、ＳＩＭロック解除の円滑化や

端末販売の適正化など、利用者が自由にサービスと端末を選択利用できる環境の整備を推

進していくことが必要ではないかとしております。 

 次の２ページは参考として、１回目に挙げた資料でございますけれども、大手携帯電話

事業者とＭＶＮＯの料金の概要を挙げております。 

 次の３ページがＳＩＭロック解除に関する論点となっております。こちらでは大きく４

つの論点を挙げております。まず、最初の論点、こちらは現在のガイドラインに照らして、

現在の各社の運用をどのように考えるかという内容となっております。利用者のサービス

と端末の自由な選択の観点からは、本来、ＳＩＭロックが設定されないことが望ましく、

ガイドラインでは、端末の割賦代金の不払い等の不適切な行為の防止のため、必要最小限

の措置として、最低限必要な期間はＳＩＭロック解除に応じないことが許容されています。

これに照らしまして、まず１点目、①現在、各事業者は端末購入から原則６カ月はＳＩＭ

ロック解除に応じていないが、不適切な行為の防止のために最低限必要な期間と言えるの

か。②長期利用者などが機種変更した場合も、原則６カ月間はＳＩＭロック解除に応じて

いないが、不適切な行為の防止のために必要最小限の措置と言えるのか。③代金債務の履

行がなされていない端末については、各事業者ともネットワーク側で利用を制限する措置
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を行っており、自社ネットワークのＭＶＮＯでの利用も制限されるところ、これに加えて

端末に当該ＭＶＮＯでの利用を制限するＳＩＭロックを設定することは、必要最小限の措

置と言えるのかです。 

 この③につきましては、６ページのネットワーク利用制限の資料もごらんいただければ

と存じます。こちらで携帯各社が現在行っているネットワーク利用制限の概要を示してお

ります。このネットワーク利用制限と申しますのは、端末固有の識別番号、ＩＭＥＩと書

いてありますけれども、こちらを用いまして、みずからのネットワークにおいて特定の端

末を利用できないようにすることができるものです。この制限というのは、一番下から２

行目にありますとおり、大手携帯電話事業者はいずれも、盗難に遭った場合などのほかに

代金債務が履行されていない場合も対象となっておりまして、したがいまして、端末の割

賦代金が不払いとなったときも対象となっているところでございます。 

 ＳＩＭロックとの違いは、ＳＩＭロックは端末に設定されるため、その端末をほかの事

業者において利用できなくなるという性格を有しておりますけれども、こちらのネットワ

ーク利用制限は、債務不履行などになった端末をみずからのネットワークのみにおいて利

用できないようにすることができるものです。このために、みずからのネットワークを利

用するＭＶＮＯの利用者の端末についても、仮にその端末の割賦債務が不履行になった場

合などは、このネットワーク利用制限を適用することによって端末を利用できなくするこ

とができるということになります。 

 ３ページにお戻りいただくと、その上で、先ほどの③のところ、繰り返しになりますけ

れども、代金債務の履行がされていない端末については、各事業者ともネットワーク側で

利用制限する措置を行っているということで、自社ネットワークのＭＶＮＯの利用が制限

されるため、これに加えてＳＩＭロックが必要であるのかという論点とさせていただいて

いるところです。 

 次の２つ目の論点が、解約者と中古業者に対するＳＩＭロック解除についてとなります。

一部事業者では解約後は３カ月のみＳＩＭロック解除できる一方で、端末購入から６カ月

間は解除できないため、解約時期によってはＳＩＭロックが全く解除できない時期がある

ことについてどう考えるか。また、契約者本人が持ち込まない中古端末の取り扱いをどの

ように考えるかとしております。 

 ３つ目は、代金債務の履行がされていない端末に対する、先ほどのネットワーク側での

利用制限措置の活用強化など、不適切な行為の防止に関するＳＩＭロック以外の方策の活
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用についてどのように考えるかとしております。 

 ４つ目は、ＳＩＭロック解除をした端末のほかの事業者のネットワークにおける、みず

からのネットワーク及びほかの事業者のネットワークにおける利用可能性についてとなっ

ております。ＳＩＭロックを解除した端末については、自社ネットワークのＭＶＮＯはも

とより、端末の通信方式や周波数帯が対応している限り、他社ネットワークにおいても機

能の制限なく使えるよう、引き続き改善に向けた努力が必要ではないかとしております。

こちらは現在改善しつつある音声やデータ通信のほかに、先ほどヒアリングでケイ・オプ

ティコムが触れておりました、テザリングなどを念頭に置いたものとなっております。 

 なお、こちらに関連しましては、次の４ページに現行のガイドラインがございますけれ

ども、２番目のボックスの留意すべき事項の２つ目のところにおきまして、ＳＩＭロック

以外の機能制限についても、ＳＩＭロック解除時にあわせて解除できるよう努めることが

適当とされているところでございます。 

 次に、７ページにお進みください。こちらが端末購入補助の適正化に関する論点となっ

ております。まず、１点目になりますけれども、こちらに関しては、先に１０ページをご

らんいただければと存じます。 

 現行のガイドラインでは、右下の端末購入補助の内容のところにありますとおり、大手

携帯電話事業者が利用者に対して直接適用する割引などについては、スマートフォンの購

入又はモバイルナンバーポータビリティーを条件としたものを端末購入補助としておりま

す。一方で、大手携帯電話事業者が販売店に支払う金銭、奨励金につきましては、スマー

トフォンの販売に応じて支払われるものを対象としているところです。 

 一方で、実際の奨励金の構成ですけれども、こちらは次の１１ページのとおりとなって

おり、大手携帯電話事業者が販売店に支払う奨励金につきましては、大きく２つに分かれ

ているということが見て取れると存じます。まず、上にございます端末の販売に応じて支

払われます端末販売奨励金、２つ目が通信契約の締結等に応じて支払われる各種のものと

なっています。 

 このうち、指定の料金プランであるとか、家族獲得などにつきましては、新規やＭＮＰ

について重点的に配分されているところでございます。こうしたものにつきましては、あ

る程度の期間、継続的になされているものもございますけれども、前回のヒアリングにお

きましては、各社のご意見の中には週末限定など、期間を区切って増額するものについて

は端末購入補助とみなすべきとのご意見がございました。これについては８ページに移っ
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ていただければと存じます。 

 一番上の「通信契約奨励金」で示しているもののうち、上の２つが対応するご意見とな

っております。こちらでは特にモバイルナンバーポータビリティーに特化して記載してい

るものではないのですけれども、先ほどのガイドラインの概要にございましたとおり、利

用者に対する割引などではＭＮＰを条件とするものは、利用者が行ったり来たり、頻繁に

乗りかえをすることで利用者間の著しい不公平につながる可能性が大きいということで対

象にしているところでございます。 

 こちらを踏まえまして、先ほどの７ページの一番上にお戻りいただきますけれども、論

点の１つ目は、販売代理店に対して支払う通信契約の締結の媒介等の業務に対する通信契

約奨励金、これを週末限定等で増額や上乗せする場合のうち、利用者に直接提供する割引

等と同様に、端末を購入する利用者に還元される可能性が高く、利用者間の不公平につな

がると考えられるＭＮＰを条件とするものについて端末購入補助とみなすべきかとしてお

ります。 

 続いて２点目から５点目はガイドラインの緩和に係る論点となります。まず、２点目で

すけれども、ガイドラインにおいてＭＮＰを条件とする割引等を端末購入補助とみなした

ことで、競争に悪影響があるとの意見について、通信料金の高止まり、利用者間の不公平、

ＭＶＮＯとの競争というガイドラインの趣旨を踏まえ、どのように考えるかとしておりま

す。 

 ３点目は、２点目の限定的な場合に当たるのですけれども、ガイドラインにおいてフィ

ーチャーフォンからスマートフォンへの変更など「通信方式の変更を伴う場合」には、端

末購入補助が許容される範囲を緩和しているということで、これは数百円程度でも売れる

としております。こういったものについては、同一事業者内での通信方式の変更の場合だ

けではなくて、ほかの事業者からのＭＮＰを伴う通信方式の変更を伴う場合でも同様の扱

いとすることについてどのように考えるか。その前提として、他事業者からのＭＮＰを伴

うフィーチャーフォンからスマートフォンへの変更の確認というものをどのように行うの

かということについて、実際それがどのようにして行えるのかという論点としております。

この点については前回の質疑において取り上げられたところでございます。 

 ４点目は、廉価端末についてでございまして、ガイドラインでは、税抜き３万円以下の

廉価端末については、端末購入補助が許容される範囲を緩和しているということで、これ

は新品であっても数百円等で売れるという形になっています。こういったものについて、
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今後は端末購入補助を全面的に解禁することは適当か。 

 次の５点目が、ガイドラインでは在庫の端末の円滑な販売を図ることが必要な場合につ

いては、端末購入補助が許容される範囲を緩和しているということで、こちらもなかなか

売れないというときには数百円程度で売っても構わないとしております。このような端末

について、端末購入補助を全面的に解禁することは適当かとしております。 

 ６点目です。こちらは対象範囲の拡大になりますけれども、ＭＶＮＯの伸びも著しいと

いうことがあるので、そちらも対象とすべきかという趣旨で、ＭＮＯさんからご提案があ

った部分ですけれども、ガイドラインの適用対象は、現在、大手携帯電話事業者となって

いるが、これをＭＶＮＯにも適用することについてどのように考えるのか。 

 ７点目は、固定系通信市場等ほかの市場への影響についてということでございますけれ

ども、大手携帯電話事業者が端末購入補助の抑制で得られた原資を固定系通信市場等のほ

かの市場での割引原資に転嫁するなどして、公正な競争環境を阻害していないかを注視し

ていくことが必要ではないか。 

 最後の８点目は、これは前回構成員からいただいたご意見を受けて書いておりますけれ

ども、ガイドラインを受けた事業者間の競争状況について注視するため、携帯電話市場の

競争環境に係るデータ収集に努めることが必要ではないかとしております。 

 以上が端末購入補助に関する論点でございます。 

 次に、１２ページにお進みください。こちらがＭＶＮＯの競争環境についての論点とな

ってございます。４点挙げてございます。まず、１点目、モバイル接続料について、移動

体通信事業者の事業の多角化等の状況に対応し、算定における事業者間の公平性及び接続

料負担の適正性の確保の観点から、算定方法の適正化ができないかということですが、こ

ちらはモバイル接続料の自己資本利益率の算定に関するワーキングチームにおいてご議論

いただいている論点となっております。 

 ２点目は、大手携帯電話事業者のグループ企業であるＭＶＮＯとそれ以外のＭＶＮＯと

の間の公正な競争に関してです。こちらは大手携帯電話事業者のグループ内のＭＶＮＯと

それ以外とのＭＶＮＯとの間で費用負担、品質等の提供条件の面で公正な競争環境が確保

されるかについては、総務省において分析・検証を進め、その結果を示していくことが必

要ではないかとしております。こちらについては、補足といたしまして、次の１３ページ

をごらんいただければと思います。 

 １回目の本会合ではモバイル接続料について触れておりましたけれども、電気通信事業
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法では実はＭＶＮＯが利用する携帯について、接続と卸の２つの制度がございます。接続

は基本的に例外的な場合を除いては接続に応じなければならないこととされておりまして、

特に交渉力がある大手携帯電話事業者については、総務大臣に届け出た接続約款によらな

ければならず、ネットワークの貸出料金に当たる接続料についても、総務省が定めた方法

で算定する適正原価に適正利潤を加えた額が条件となっております。このため、グループ

企業も含めまして、事業者間の公平性というものは、接続においては制度上確保されてい

るものでございます。 

 これに対しまして、卸役務につきましては、大手携帯電話事業者も含めて、事業者間で

自由に条件等を定めることができます。ただし、もちろん例外的に不当な差別的取扱いで

あったり、不当廉売に当たるような不当な競争を引き起こす一定の場合には、事業法に基

づく業務改善命令の対象となっております。ＭＶＮＯが大手携帯電話事業者のネットワー

クを利用する場合につきましては、現状では卸役務を用いるということが多いという状況

がございます。 

 現在、データに関して、料金面につきましては、データの卸役務の料金水準というもの

は、基本的にデータの接続料と同じ水準のものが採用されているところでございます。た

だ、こうした卸役務についても、大手携帯電話事業者とＭＶＮＯとの間では交渉力に差が

あるというのが現実であろうかと存じます。 

 次の１４ページにお進みいただければと存じます。こうした中で、不当な差別的取扱い

がないかを確認して、また、大手携帯電話事業者のネットワークを接続でも卸役務であっ

ても円滑に利用することができるようにするために、本年５月から卸役務について整理・

公表制度というものが施行されております。これによりまして、卸役務についてもどのよ

うなものが提供されているか、概要を公表して、ＭＶＮＯにも確認いただけるようになり

ます。ただ、現時点では、各社からの届け出を総務省で受けておりますけれども、また整

理をしている途中ということで、まだ公表に至っていないという状況でございます。 

 こうした制度を念頭に、１２ページにお戻りいただきまして、先ほどの２点目の論点と

いうことで、総務省において分析・検証を進め、その結果を示していくことが必要ではな

いかとさせていただいているところでございます。 

 ３点目は、大手携帯電話事業者とＭＶＮＯとの事業者間協議の円滑化についてです。こ

ちらにつきましては、接続の利用を中心としたルール化が図られているけれども、相対取

引により個別に契約を締結可能な卸役務について、ルール化の必要性についてどのように
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考えるかとしております。 

 こちらに関しては、１５ページをごらんいただければと存じます。大手携帯電話事業者

とＭＶＮＯとの事業者間協議に関しましては、総務省でガイドラインを設けており、一定

のルール化を図っております。一番下の下線の部分をごらんいただければと存じますけれ

ども、「事業間協議において接続に必要なシステム開発等が争点となった場合には、総コス

トのみを提示するのではなく、細分した機能ごとのコストを提示するなどし、必要な機能

の取捨選択ができるようにすることが適当」としております。 

 このように接続については、交渉について制度化を図っているのですけれども、卸役務

については、原則相対で条件を決定する性質のものであることから、このようなルールは

設けてございません。 

 次の１６ページに進んでいただければと存じます。電気通信事業法では接続や卸役務に

ついて、さまざまな事業者間紛争を解決するための仕組みを設けております。紛争処理委

員会という委員会へのあっせん・仲裁手続から、協議が調わない場合における協議再開命

令や裁定などがございます。このほか、業務改善命令の要件に該当することが疑われる場

合には、事業者などが意見申出を行う制度もございます。卸役務に関しましても、このう

ち、あっせん・仲裁であったり、裁定、意見申出の手続を利用することができますので、

もしも事業者間で合意が難しい場合には、こうした手続を利用していただくことが可能と

なっております。こちらが現行制度の説明となっております。 

 次の論点に移りたいと存じますので、１２ページにお戻りいただければと存じます。最

後の４点目は、ＩＩＪ様から挙げられた接続料の予見可能性についてです。こちらについ

ても現在の仕組みについてご説明するということが必要かと存じますので、１７ページ、

またたびたびで恐縮ですが、見ていただければと存じます。 

 こちらが接続料の精算の仕組みでございます。固定系と移動系、両方挙げております。

接続料については、ネットワークの費用をどれぐらい使用したかの需要で割って算出する

こととなっております。電話用のメタル回線などでは会計などの実績を踏まえて算出する

ので、実際には２年前の実績を踏まえて算出した値を今年度の接続料として用いていると

ころでございます。 

 これに対しまして、モバイルの接続料については、毎年大幅に低廉化しているという状

況があるので、２年前などのものを使用すると割高となってしまいますので、当該年度の

ものを使用することとなっております。ただ、当該年度の費用というものを会計で確定し
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ていくためには、翌年度になってからでないとできないという実務上の問題がございます

ので、一番下のところに下線部で小さく書いてありますけれども、当初は暫定値で仮払い

をして、事後的に精算を行うという仕組みとなっています。このＩＩＪからご説明いただ

いた部分というのは、この精算についての予見性、透明性が図られないかということでは

ないかと存じます。 

 こちらを踏まえまして、１２ページにお戻りいただければと思います。先ほど申し上げ

た電話線のように過去の実績に基づく接続料とするよりも、変化が激しいモバイル事業で

は、予見性に課題があるとしても、当年度の暫定時払いの仕組みというもののほうがメリ

ットがあるのではないかという観点で、予見可能性の面で課題が指摘されているデータ接

続料の当年度実績に基づく遡及精算は、接続料の急激な変動がある場合に適用されるもの

であり、データ接続料が低廉化している現状では、費用負担が実際のコストに基づくもの

となると考えられるのではないかとしております。 

 大分長くなりましたけれども、事務局の説明は以上でございます。 

【新美主査】  どうもありがとうございます。たくさんの論点がございますが、今日の

時間だけで終わるかどうか若干心もとないですけれども、フリーディスカッションに移っ

てまいりたいと思います。 

 それでは、どうぞご自由に、どの論点ということを示していただいた上で、ご質問、ご

意見、よろしくお願いします。 

 では、長田さんから、まずお願いします。 

【長田構成員】  ＳＩＭロック解除のところなのですけれども、不正利用というのが一

体どのくらいあるのか私にはわかりませんが、一般的に、少なくとも継続してどこかのキ

ャリアを使っている人が新しく端末を買いかえた場合、ドコモさんが前回のご説明で、１

度ＳＩＭロックの解除をしていれば、次の新規端末はＳＩＭロック解除とおっしゃってい

ましたけれども、別に１度していなくても、２度目の端末、新しい端末のとき以降は即で

きるというのが、本来、あまり不正利用は心配しなくてもいいのではないかということも

ありますので、まず、継続して使っているユーザーについては、何カ月間というのを置か

なければいけないことはないのではないかというふうに考えました。また、新規の方につ

いても、かなり６カ月というのは長いだろうというふうにも思いますので、そこの短縮は

ぜひやっていただきたいと思います。 

 以上です。 
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【新美主査】  ＳＩＭロック解除、可能性があるのではないかというご意見ですが、ほ

かにございましたら。石田さん、お願いします。 

【石田構成員】  ＳＩＭロック解除の解約後の端末、中古端末の取組についてなんです

けれども、ＫＤＤＩさんは、店頭であれば解除可能ということで、２社さんとは違ってい

るのですが、ＫＤＤＩさん、実際、店頭で解除を行っていて、何か不都合があったという

ようなことはございますでしょうか。 

【新美主査】  よろしくお願いします。 

【ＫＤＤＩ（古賀）】  先週の会合でもちょっとご説明させていただきましたけれども、

弊社の場合は、今のところは利用者さんの利便ということもあって、中古端末であっても

解除可能ということにしております。一方で、他社さんについては、そこの制限をしてい

るというようなことで、我々も現状どういう数字かというのはまだ見えていませんが、そ

の辺をかなり注視して、影響が出てくるかどうかというのを見ている段階というようなこ

とでございます。 

【新美主査】  ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 北さん、よろしくお願いします。 

【北構成員】  いろいろあるので、まずＳＩＭロックから。これは事務局への質問です。

ＩＭＥＩの運用ですが、たしかこれ、ネットで見られるようになっていなかったでしょう

か。例えば、中古で端末を買った人が自分の端末が盗難品でないか、債務不履行で流れた

端末でないか、ということが確認できるような形になっていたかということ。それから、

ネットワーク利用制限ですが、例えばドコモショップから盗難された端末がロックを解除

されてソフトバンクで使われているということを、何回かの発信、ネットワークへの接続

を検知して止めるというようなことが、キャリアを超えてできているのかどうかというこ

とと、国際的に盗難端末が転売されて国内に入ってくる場合があるのですが、ここら辺は

今どんな状況なのかということについてご教示いただければと思います。 

【新美主査】  それでは、事務局のほうから、把握していたら、よろしくお願いします。 

【内藤料金サービス課企画官】  １点目については、各事業者にご確認いただければと

存じます。 

 ２点目の、今キャリアをまたいで利用制限ができる。つまり、盗難があったり、債務不

履行があった端末のＩＭＥＩを事業者間で共有しているのかというご趣旨だと思いますけ

れども、この点、現状としては行われていないと存じます。国際的にあるかという点につ



 -26- 

いては、我々のほうでもまだ把握はできておりません。この辺ももし事業者のほうでご承

知であればと思いますので、そちらにもお問い合わせいただければと思います。 

【新美主査】   それでは、今の点で情報を持っているキャリアさん、あるいはＭＶＮ

Ｏさん、ありましたらご発言をお願いしたいと思いますが、ではよろしくお願いします。 

【ＮＴＴドコモ（田畑）】  ドコモでございます。今、ご指摘のありました分割払い金を

お支払いいただけないとか、そういったことが起きた場合、それについてはネットワーク

の利用制限をしているわけですけれども、その該当の端末の番号については開示をしてい

るところでございます。また、キャリアをまたいだ取組であるとか、国際的なところにつ

いては、現実に承知しておりません。 

【新美主査】   それでは、ＫＤＤＩさん。 

【ＫＤＤＩ（古賀）】  ＫＤＤＩでございます。いわゆるネットワークの利用制限がかか

った端末についてはＷｅｂで確認することができます。国内の他事業者については、その

ネットワークの利用制限がかかっていたとしても、他事業者ではかかっておりませんので、

そこの部分は、私どもとしては、ＳＩＭロックは解除できないというような形で他事業者

のネットワークでは使えないようにというような仕組みになっている。国際的にはちょっ

と存じ上げません。 

【新美主査】   ソフトバンクさん、何かありましたら。 

【ソフトバンク（松井）】  弊社も他社さん同様で、ＷｅｂのほうでＩＭＥＩを入れてい

ただくことによって確認する仕組みはございます。ただ、海外の事例等については認知し

ておりません。 

【新美主査】  北さん、追加で。 

【北構成員】  ということは、極めてアナログな方法なのですが、店頭でＳＩＭロック

解除する前に、キャリアショップにおいて、３キャリアのサイトでＩＭＥＩを検索して、

オーケーということであれば解除するということで、この問題はクリアできるのではない

でしょうか。 

【新美主査】  これは議論すべき点だと思います。私もそう思って、ＳＩＭロックでな

ければ不正行為が防げないのかということはちょっと疑問に思っていまして、ほかの分野

では、例えばブラックリストを設けて利用制限とか、いろんな制限をかけて業界でやって

いるわけですけれども、それを今、携帯事業者さんはＳＩＭロック解除という方法で各社

がばらばらにやっているということがわかった次第です。今後どうするかというのは、ま
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た議論していく必要があるだろうと思いますが、その辺……。どうぞ。 

【平野主査代理】  古い知識で記憶が定かでないのですが、音声の携帯電話時代でもブ

ラックな方々の情報をキャリア同士でシェアできるように、通信の秘密のガイドラインと

いうか、検討していただいたことがたしかあったように記憶していますので、だからそう

いうところまで広げるかどうかも一つ視野に入れられるのではないかと思いますので、ご

意見申し上げました。 

【新美主査】   ほかに。舟田先生、どうぞ。 

【舟田構成員】  今のＳＩＭロックのこと、実は思いつきなのですけども、数カ月前に

ある大手の端末メーカー方が、今のＳＩＭと違うＳＩＭを一生懸命提案しているんだと。

皆さんもご存じでしょうけれども、ソフトＳＩＭという、ソフトウェアでコントロールす

ると。そうすれば、今、北さん、極めてアナログと言いましたけど、もっと容易にコント

ロールできるはずなのですけれども、こちらの動きに対して、どうお聞きしたらよろしい

でしょうね。３社さんは、それに実は後ろ向きだというふうに聞いているのですけれども、

いろいろ課題はあるのだろうとは思うんですね。こういう場でお聞きするのが適当かどう

かわかりませんけれども、しかし、技術的にそういう点が見込まれ、これは日本に限らず、

そういう方向に向かっているというふうにも聞きますので、短時間で結構ですから、３キ

ャリアのご意見、もしあればお聞きしたい。 

【新美主査】  今の点について、ドコモさん、ＫＤＤＩさん、ソフトバンクさん、それ

ぞれお答えいただけたらと思います。 

【ＮＴＴドコモ（田畑）】  ドコモでございます。今、舟田先生ご指摘のような、将来に

向けての技術はどんどんまた変わっていくかと思いますので、そういった技術の変化に伴

って、また新たな課題、そういったことを検討しました上で、今後対応を考えていきたい

と思っております。 

【新美主査】  ＫＤＤＩさん、よろしくお願いします。 

【ＫＤＤＩ（古賀）】  ＫＤＤＩでございます。ソフトＳＩＭと新しい技術の動きという

のが出てくるということは承知しておりますけれども、今の段階でどうなるというところ

までちょっとわかっておりませんので、今後の検討課題と認識しております。 

【新美主査】  ソフトバンクさん、よろしくお願いします。 

【ソフトバンク（松井）】  先ほどの今後の動向については、我々も注視をしていきたい

というふうに考えています。あと１点、ＩＭＥＩの話で、それがあればロック解除不可期
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間のところの対応というのは、もっと柔軟にできるのではないかというお話があったんで

すけれども、ここは我々も中をもう少し確認しないといけないのですけれども、ＩＭＥＩ

を先ほどのＷｅｂで確認できるといったような反映にも多少時間がかかるという、ラグが

あるというような話も聞いていますので、そちらがあるからロック解除不可期間というも

のをゼロにできるというようなところには至らないのではないのかなというふうに思って

おります。 

【新美主査】  ありがとうございます。 

 ほかに。長田さん、どうぞ。 

【長田構成員】  今の話は、この時代にそれが短縮されると３カ月とか４カ月もかかる

と思いませんので、ぜひそれは検討していただきたいと思います。 

 もう一つ、ＳＩＭロックで解約後、３カ月以内というのをやっていらっしゃるところな

のですが、それは非常に制限的だと思いますので、ここはいつでもというふうにぜひして

いただきたいし、ＫＤＤＩさんには、そこを横並びにすることなく、いい取組だと思いま

すので、そのまま続けていただきたいと思います。 

【新美主査】  ありがとうございます。 

【ソフトバンク（松井）】  今、長田さんからご指摘いただいた点については検討させて

いただきたいと思いますけれども、不正端末の解除を回避するために、一応弊社の中では

本人確認を必須としておりまして、契約者情報の保存期間、ショップで見られる期間とか

との兼ね合いで、今９０日間にしております。 

 一方で、総務省さんの取りまとめのほうにもあったのですけれども、極めて短期で解約

される方、今でいうと３カ月間以内に関して、全くロック解除する期間を、機会を失って

しまうというところについては、弊社のほうでも課題として感じておりますので、そうい

う意味でも、前回からお話しさせていただいている１８０日というものを、１２０日がい

いのかとかでまた議論があると思いますけれども、一定程度解除不可期間を短くすること

によって、全く解除する機会がないお客様というものは、ほとんど最小限というか、ゼロ

に近いような形にできるのかなというふうに思っていますので、弊社としては、今のとこ

ろ、機種購入から１８０日間というものを縮小するということで検討を進めている次第で

す。 

【新美主査】  どうぞ。 

【長田構成員】  その場合、３社ともなのですけれども、とにかく解約の段階でＳＩＭ
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ロックの解除ができるということをきちんと周知していただいて、お勧めいただくという

ことが大事ではないかなと思いますので、それはぜひやっていただきたいと思います。 

【新美主査】  これは要望というということです。 

 ほかにございましたら、どうぞ。今、ＳＩＭロック解除に集中しました。ほかにあるか

と思いますので、どうぞご意見。 

 北さん、お願いします。 

【北構成員】  長くなりそうなのですが、まずはコメントです。最初の論点、スマート

フォンの料金についてでございます。ここに書かれていること、今後の料金低廉化という

のは、大手ＭＮＯとＭＶＮＯの公正な競争で加速していくことが効果的ではないか、私も

そのように思います。ですから、ＭＶＮＯへの接続料の適正化やＳＩＭロック解除、端末

販売の適正化をきっちり整備していく必要がある、ということで、端末販売の購入補助の

適正化についてコメントをさせていただきたいと思います。 

 ７ページ目ですけれども、前回、私、端末購入ガイドラインが限界なのではないかなん

ていう弱気な発言をしたことを、ここで撤回させていただきます。ちょっと精神的にまい

っていたときの発言でして、完全に撤回いたします。穴があれば全て埋めていくというの

が基本方針ではないかと思います。 

 この１０ページの図ですが、「定価」という上の線がありまして、下に「実質０円」の線、

その間に、もやもやっという波線があって、型落ち端末とかマイグレに係る場合はぎりぎ

り数百円でもいいよ、という運用になっています。それ以外については、利用者間で著し

い不公平性を生じないよう、合理的な額の負担、というふうになっているのですが、現時

点の運用は１万円が下値になっています。４月初旬に３事業者が相次いで行政指導を受け

ました。ｉＰｈｏｎｅＳＥの実質負担金額を発表したときに、ソフトバンクさんとドコモ

さんが数百円で出してアウトと言われ、１万円ぐらいで出したＫＤＤＩさんがセーフと言

われたことから、それをもって、今、我が国における合理的な額というのが１万円ぐらい

だろうという運用になっています。ここを直していかなければならない。 

 事務局に、何で１万円だったのかと聞きたいところなのですが、確かにいきなり端末と

回線を分離せよとか、定価で売りなさいとかいうことをしたら、市場に大きな影響を与え

ることはわかっています。ですから、ステップワイズに端末補助を縮減させていこう、そ

ういうことをおもんぱかった最初の運用だったと思うんですね。 

 しかし、このままずっと下値が１万円ぐらいなのではないかという暗黙の了解のままな
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ら、絶対に端末の実質販売価格は上がっていきません。そもそも今の１万円という水準は、

国際的に見てもかなり値引いているほうだと思います。消費者に合理的な額を負担させて

いこうというガイドラインの基本的な趣旨を実現させていくためには、しっかりと時間軸

を持って、日本の携帯電話端末の販売価格をどのぐらい時間をかけてどのぐらいの水準に

持っていくのか、という政策的な目標を示さないといけないのではないかと思います。そ

れを実際どうやるのかというのは非常に難しいことだとは思いますが。 

今、７ページに挙げられている数々の論点があります。まず、一番上の週末限定等、短

期的に上乗せされる部分について購入補助とすべきかどうか。私はすべきだと思います。

ただ、こういうことは次から次に出てきますので、それは出てくるたびにみなしていくと

いうことだと思います。 

 それから、緩和の部分については、する必要がないと思います。ただ、１点だけフィー

チャーフォンからスマートフォンへのキャリア超えのマイグレーションにおいては、ほん

とうにそのお客さんがフィーチャーフォンからスマートフォンへのマイグレだったのかと

いうことがきちっと担保できる方法があれば、私は、ぎりぎり０円までというところはオ

ーケーにしてもいいのではないかなと思います。 

 廉価端末、型落ち端末について、ガイドラインを解禁することは適当ではございません。

本日、ヒアリングでお話しいただいたケイ・オプさんの下取りに関する項目が抜けており

ますので、下取りについても項目に加えていただき、買い取り価格と市場価格との乖離が

あるかどうかということをウォッチしていただきたいと思います。 

 それから、ガイドラインの適用をＭＶＮＯにも適用することについてどのように考える

かとありますが、私はガイドラインが適用されてもＭＶＮＯさんは痛くもかゆくもないの

ではないかという意味で、適用してもよいのではないかと思うのですが、ここはＭＶＮＯ

２社にぜひ質問させていただきたいと思います。 

 そして最後に、一番最後のデータ収集とありますが、ガイドライン案を出したときに覆

面調査を実施するみたいなことがあったと思うのですが、その後、なされたのかどうかと

いうことを確認したい。総務省さんが、ガイドラインが適正に運用されているかどうかと

いうことを直接確認していくということも重要ではないかと思います。 

 以上でございます。 

【新美主査】  ありがとうございます。特に質問ということでＭＶＮＯさん２社に対し

てありましたので、その点、ガイドラインが適用されていいのではないかということにつ
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いて、ご意見ございましたらお願いします。 

 まず、ＩＩＪさんからお願いします。 

【ＩＩＪ（島上）】  これもＭＶＮＯを代表して話すというよりは、ＩＩＪとしてのコメ

ントですけど、現時点で適用されて困るようなことはございません。 

【新美主査】   では、ケイ・オプティコムさん、お願いします。 

【ケイ・オプティコム（久保）】  私も同様でございます。 

【新美主査】  これは北さんのお考えどおりということで。あとは要望とかご意見とい

うことでよろしいですか。質問は特になかったですよね。 

 ほかに。平野さん、お願いします。 

【平野主査代理】  今の北さんの７ページの論点表で、下から４つ目の在庫端末です。

在庫端末へもインセンティブはよろしくないねということで、ここを、私伺いたいのは、

でも前回の代理店業界さんのお話なんかでは大分苦労されているようなお話もあったと。 

 質問で、ＭＶＮＯ２社のご意見を伺いたいのですが、ＭＮＯさんが在庫端末、代理店さ

んで安く奨励金でされると困るか、困らないか、そこのところをちょっと。要するに在庫

端末とかって型落ちのような端末なんですね。そちらのほうでＭＮＯさんの通信とセット

でお客さんを取られちゃうとまずいのか、まずくないのかとか、いろいろその辺の影響が

あると思うのですが、率直なところをお伺いしたいと思います。 

【新美主査】  では、ＩＩＪさんから、よろしくお願いします。 

【ＩＩＪ（島上）】  端末の販売と通信サービスという観点では非常にいろいろと、商慣

習といいますか、ビジネスの観点から、全てを縛っていくことが適切かどうかというのは、

正直非常に難しい問題かなとは思っております。以前ですと、古い端末というのはどんど

ん陳腐化して使い物にならなくなっていくという観点ありましたが、昨今、ＩＴの進化で

古い端末でもさほど、型落ち端末でも十分使えるような状況になってきておりますので、

古い型落ちだったとしても影響がないかというと、それは当然あるかと思います。一方で、

これがまた安価にＳＩＭロックを解除していただいて、ほかで使えるようになるのであれ

ば、それはそれで悪い話ばかりでもないと。逆にそれでずっと縛られてしまうと当然厳し

いので、その縛りさえいろいろとない観点においては、当然ビジネスとして、仕入れてし

まった端末を廉価で販売しなければいけないという観点はあるかと思いますので、やり方

次第なのかなというふうには思います。 

【新美主査】  それでは、ケイ・オプティコムさん、よろしく。 
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【ケイ・オプティコム（久保）】  基本的には通信サービスと端末の問題というのは分離

して考えるべきだというふうに考えております。それで、我々の場合、端末を仕入れて、

ＭＮＯさんが安売りを始められると、我々の端末は売れなくなる。これは現実そういうこ

とが起こります。そのときは、我々は通信サービスとは関係なしに、やはり端末はその価

格では売れないということになれば、値段を下げてでもお客さんに使っていただくために

安くする、こういうことはやっております。ただ、それをすることで通信サービスから回

収するとか、そういう仕組みはつくっておりません。それがＭＶＮＯのやり方かなと考え

ております。 

【新美主査】  ほかに。石田さん、ございましたね。 

【石田構成員】  ２社さんは特に問題ないということでご発言がありましたけれども、

中には通信料からそれを割り引いているようなＭＶＮＯさんというのもあるかもしれない。

というようなことを考えるとすれば、これを適用するということはいいことかなと思いま

す。 

【新美主査】  ご意見として。舟田さん、よろしくお願いします。 

【舟田構成員】  事務局のペーパーの７ページの下から３つ目ですね。これ、私の誤解

かもしれませんけれども、ケイ・オプティコムさんの１０ページに３キャリアの別動隊と

いいますか、これがＭＶＮＯ市場にかかっていると。よろしければ、ケイ・オプティコム

さん、これは、例えばＮコムはドコモと一体とみなすとか、そういうことまでお考え、ち

ょっと法律家としては、別法人を一体とみなして適用というのはちょっと乱暴な気がしま

すけれども、どういうお考えなのか。よろしければ、１０ページのことをもうちょっと補

足してお願いできますか。 

【新美主査】  お願いします。 

【ケイ・オプティコム（久保）】  ちょっと私の理解が間違っているかわかりませんが、

端末の補助に関して、先ほどの論点の下から３つ目の件に関して、この１０ページの話と

いうことでしょうか。 

【舟田構成員】  そうですね。端末補助のガイドラインを、今のところ３キャリアです

けれども、例えばＵＱにも適用するとか、そういうご提案でしょうか。 

【ケイ・オプティコム（久保）】  そういう問題で、我々１０ページを提案しているとい

うことではございません。これはどちらかというと、ＭＮＯが自分のグループ会社を優遇

するというふうな取扱いをするとか、例えばソフトバンクさんですと、資料の１２ページ
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にあるように、同じ会社の中で、サブブランドとしてサービスされていますけれども、そ

れは自分たちのサービスを解約される受け皿として使うために、例えば同じ費用がかかっ

ているのに、それを廉売して自分たちのサービスでとりあえずとどめておくと。そういう

ふうなことをするのは、やはりＭＶＮＯ市場にとっては非常に大きな影響が出ると、そう

いうことを我々ここで言いたいということでございます。 

【新美主査】  ありがとうございます。 

 ほかにございますでしょうか。森さん、お願いします。 

【森構成員】  ありがとうございます。端末購入補助の適正化の１点目、事務局の資料

の７ページの１点目なのですけれども、済みません、私、前回販売代理店のガイドライン

のことで混乱していまして、現在のルールとしては、あくまでも販売代理店としてはガイ

ドラインの対象外であって、ご自分でできる範囲でキャッシュバックをするのは自由であ

ると。ただ、ＭＮＯから来る原資となる奨励金のほうを縛っている。そういう理解でよろ

しいでしょうか。これは事務局にご確認をいただきたいのですけど。 

【内藤料金サービス課企画官】  そのような理解で結構でございます。ただ、今のガイ

ドラインでは、端末の販売に応じて支払う端末奨励金を対象にしているのですけれども、

通信契約の媒介、契約締結に伴って支払う手数料的なものだったり、インセンティブな部

分というものは対象外となっており、後者の部分が今課題になっていると認識しておりま

す。 

【森構成員】  ありがとうございます。なので、代理店側で行動をそろえると独禁法が

どうのみたいな話をちょっとしちゃったと思うのですが、それは全面的に間違っていまし

たので、撤回をさせていただきます。 

 そうすると、原資を縛らなければいけないということで、北さんが言われように、穴を

なくさなければいけないということだと思うのですけれども、逆になかなか、それこそお

金に名前をつけるわけにはいかないので、次から次へといろいろなものが出てくるかなと

は思うんですけれども、ちょっと心配しているのは、こういう奨励金はだめ、こういう奨

励金はだめというふうに、論点の１番目に書いていただいたようにやっていくときに、脱

法的なものについて、ＭＮＯがどう考えるかというような問題も出てくるかなと思います。

これはすぐに解決がつくことではないと思います。 

 まずは、１番目に書いていただいた週末限定等で増額や上乗せされる場合のうち、利用

者に直接提供される割引等と同様に、端末を購入する利用者に還元される可能性が高く、
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利用者間の不公平につながると考えられるＭＮＰを条件とするものについてみなすとある

のですけれども、結構いろいろ条件がありますので、これをご説明いただいてもよろしい

でしょうか。 

【内藤料金サービス課企画官】  先ほど申し上げたとおり、まず、端末販売に応じた奨

励金は、今既存のガイドラインで端末購入補助の対象になっております。一方で、通信契

約の締結に応じて支払われるものというのは、対象外になっているので、そのうちで一定

のもの、いわば利用者の還元に専ら用いられる部分というものを特定する必要があるとい

う問題意識で書いております。特に週末限定等で増額される部分というのは、本来の手数

料的な性格を超えていて、販売店に対するインセンティブの意味合いが強く、さらに、週

末限定で２万円増額ということで契約を結べば２万円増額とすると、その対象が競争の中

では利用者の還元につながりやすいという性格を持っていると存じます。 

 そのうち、ＭＮＰに特に限定している趣旨としては、新規の方に対して増額をするとい

うことはあると思いますけれども、その部分というものは、最初にユーザーが入っていく

ときのエントリーコストを下げるという性格を有するということだと思います。そうする

と、最初にユーザーになるときの割引は、何度も何度も受けることができるわけではない

ので、利用者間の不公平に特につながるという性格は薄いと考えられます。 

 一方で、ＭＮＰというものは基本的に前のどこかのキャリアから移ってくるということ

で、ここだけを特に増額してしまうと、利用者間の不公平の増大につながるという要素が

あるため、加えているところでございます。通信契約奨励金はそもそも手数料としての性

格もございますので、あまり対象を広くとり過ぎないということで、今のところはこのよ

うな限定を付したものをここの論点で挙げさせていただいております。 

【森構成員】  ありがとうございました。よくわかりました。 

 ちょっと１点だけ。代理店の行動との関係で気になるのは、利用者に還元されるかどう

かというところは、それは、結局は代理店が現場でやることなんじゃないかという気がし

ておりまして、そういう意味では、代理店としては利用者に還元して、そこに縛りがある

わけではなくて、代理店が利用者還元に使われるような奨励金はＭＮＯが払ってはいけま

せんというところがちょっと難しいかなという気がしました。これは意見です。 

【新美主査】   ほかにございますでしょうか。太田さん、どうぞよろしくお願いしま

す。 

【太田総務大臣補佐官】  今日は貴重なご意見ありがとうございます。いろいろご指摘
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いただいた中で、中古端末市場の扱いがまだはっきりしていないかなと思っています。先

週の第１回に公正取引委員会の方から、中古端末の自由な流通というのがかなりはっきり

と示されました。私も以前自動車業界を見ていたことがありまして、新美主査がおっしゃ

るように、中古車の市場が健全化していったということと、自動車の販売店が新車販売で

はなくて、例えば故障修理ですとか、車検ですとか、自動車保険ですとか、いわゆるサー

ビスで儲けるようになってきたというのは軌を一にしております。 

 したがって、中古端末市場がきちんと形成され、健全にあるということは、おそらく代

理店さんが端末と回線を売ることのみに依存しない体制ができているということを示して

いるのではないかなと思っております。中古端末市場がどういう状況にあるのか、どれぐ

らいの規模があって、価格が妥当なのかどうかというのもよく分からないところがありま

すので、見ていったらいいかなというふうに思っています。 

 それから、そもそも代理店さんのビジネスの構造というのをある程度理解していくと、

この市場がどれぐらいの時間をかけて健全化していくのかというのも結構見えてくるのか

なというふうに思っております。この点も、論点としては挙げておく必要があるのかなと

いうふうに思います。 

【新美主査】  ありがとうございます。ビジネスを考える上では非常に重要なご指摘だ

と思いますので、その場合には目標がこの会議でできていくときに、ついでに工程表もど

うなるのかということも詰めていく必要があろうかと思いますので、今のご指摘、皆さん、

共有していきたいと思います。 

 それでは、舟田先生。 

【舟田構成員】  今の中古品の流通のことは独禁法でも古い問題だったのですけれども、

一番大きな問題はソニーのプレステ問題で、ソニーは新品を売りたいので、中古品を抑え

たいということで販売店に対してさまざまな拘束を加えたということがあります。それか

ら、自動車の販売については、現在非常にそういうことで成熟した中古車市場ができたの

ですけれども、その過程では、非常に不当表示問題が大きくて、つまり、うそをついて、

新品同様ですよと。そういう意味では市場の形成というのはなかなか難しいなという気が

いたします。 

 さて、今日の７ページ目、私も端末補助について、まだ十分に固まった意見を持ってい

ませんけれども、さっき北さんが非常に強烈な強硬論を言われたので、うっと思ったので

すけれども、先ほど森さんもいろいろなことをおっしゃっていましたように、販売店側の
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自由な事業活動ということも大事にしなきゃいけない。バランスだと思うんですね。キャ

リアをぎりぎり追い詰めていくと、キャリアが一体どの代理店に幾らで、どういうふうに

売って戻しているかとかやりますと、何か間接的には販売店の自由な事業活動がなくなる

とは言いませんけれども、制限されるのかもしれない。もともと、この間の公取の方の基

本的なラインは、再販してはいけないということですけれども、再販というのは、結局、

キャリアが販売店に対して値段を拘束することですよね。販売店は自由に本来は自分のい

ろんな戦略で、あるいはいろいろな原資を使って、例えば週末限定でやるというのは、販

売店がやる分には、むしろ競争促進的で、望ましいはずで、そこの兼ね合いが非常に難し

いところです。今、私、７ページにすぐ答えられませんけれども、そこも考えながら検討

したほうがいいのではないかなという気もします。 

【新美主査】  再販価格の問題は、通信の場合には難しいかなと思います。と同時に、

公取委の人と全く別の機会に話したら、やっぱり不当廉売も論じてほしいということをお

っしゃっていて、代理店が仕入原価よりも安くなるような販売をしたら、これは不当廉売

だというのを公取のほうは認識していると。そのときに仕入価格を示さない、あるいは契

約で示せないということになるとどうなるのかというと、あとは立証の問題になりますけ

れども、消費者保護の観点から言ったら、原価示せないのであれば、みんな不当廉売だと

いう議論もあり得えます。ですから、その辺の議論は、少し注意して論じなければいけな

いと思います。 

 あと、ほかにご意見、ご指摘ございましたら。はい、どうぞ。 

【ソフトバンク（松井）】  ソフトバンクですけれども、ちょっと前の北構成員のコメン

トに関連して、意見なのですけれども、北構成員のほうから型落ちですとか、廉価端末に

関しては解禁不要というようなお話がございました。我々の問題意識としては、一方で、

今、高機能のスマホに対しての人気というんですかね、そういう集中が今まで以上に、販

売端末補助のガイドラインが入ってからも、どちらかというとそういう傾向に行っている

というような認識もございまして、北さんがおっしゃったように、１万円が妥当かという

ところの、そこの部分が影響しているのではないかなと思うのですけれども、いずれにし

ても、韓国みたいに３３万ウォンというようなインセンティブの上限規制がある場合に関

しては、高機能端末と廉価端末でそれぞれある程度の価格差は出ると思うのですけれども、

今、日本の規制は、一応調達価格に応じてというような緩やかなガイドラインの記載には

なっていますけれども、そこが理想どおりにはいっていないと。北さんからご指摘があっ
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たとおりですけれども、そういう中では、やはり廉価端末ですとか、型落ち端末みたいな

ものに対する一定の救済みたいなものも、最終的には高価端末がそれなりの値段がつけば、

必要でなくなる部分なのかもしれないのですけれども、今の段階ですぐにそれができない

のであれば、そういったところも暫定措置としては考えていく必要があるのではないかな

というふうに弊社としては考えている次第です。 

【新美主査】  どうぞ、北さん。 

【北構成員】  型落ち端末を幾らで売ってもいいよ、としてしまうと、全体の価格が上

がらなくなってしまいます。代理店さんが自腹切ってやる分については、このガイドライ

ンではカバーできていないわけですから、少なくともガイドラインの中で０円に穴をあけ

てしまうと、いつまでたっても新品端末の価格が合理的な価格に近づいていかないと思い

ますので、ここは歯を食いしばっても死守すべきところだと思います。 

 それから、先ほどの話に関連して意見を述べさせていただきますと、私はかなり厳しい

ことを言っていると思います。私は、販売代理店さん、キャリアショップを日々回って、

たくさんのスタッフ、オーナーさんとコミュニケーションをしています。それでもあえて

この端末販売の適正化をしっかりやろうと思うのは、それを望んでいるスタッフ、代理店

さんが多いからです。少なくとも現時点で、キャッシュバックとか、家族で１００万円還

元といったメタメタな売り方が消え失せたということが非常にありがたいと、ショップ販

売の最前線のスタッフたちは言ってくれています。 

 確かに今、端末の販売価格自体がガイドラインによって若干上昇しています。またＭＮ

Ｐが激減している。ＭＮＰしてももうからなくなったので、そういう人が減ったという部

分が大きいと思うのですが、とにかく総販売数が減った。総販売数が減るということは、

キャリアさんの手数料体系が変わらない限り、手数料総額が減る、収入が減る、というこ

とですから、多くの代理店さんは今苦しい状況にあると思います。 

 でも、私、代理店さんと日々飲んで話して、今が一番苦しい時期だよ。ここを乗り越え

ないとこの業界に未来はないよ。ここでガイドラインを緩めると、いつまでたっても我々

が目指すべき姿には到達しない。ここは歯を食いしばってみんなで適正化に向けて進んで

いこうよと言っています。ただ、このままじわじわと端末補助金が縮減していくと、今の

ままのキャリアさんの手数料体系では、販売代理店さんは回らなくなるはずです。 

 ＭＮＯとＭＶＮＯの競争が非常に激しくなってきている中で、ＭＮＯさんも値下げが進

んでいます。とはいえ、ＭＶＮＯよりＭＮＯが安くなるわけがない。絶対高いですね。で
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も高いには理由が求められるわけですから、お客様から選ばれる理由をしっかりＭＮＯさ

んは作り込まなくてはいけない。それが、ＭＮＯさんにしかない何か新しい付加価値サー

ビスであったり、ピカピカに磨いたドコモショップ、ソフトバンクショップ、ａｕショッ

プなのではないかと思います。つまり、ＭＮＯは、ＭＶＮＯとの競争の中で、お客様に選

ばれるためには、全国のキャリアショップネットワークをしっかり磨かなければいけない。

そのためには、今の手数料体系から新しい手数料体系への転換が迫られると思います。し

かし、退路を断たないとこれは変わらないのです。どうせこのまま抵抗していたら、また

元に戻るだろう考えている人が未だ多いからです。そういう考え方を打ち砕いていかない

と、絶対に前に進まないと強く思っております。 

【新美主査】  ありがとうございます。 

 ほかにご意見、ご質問ございますでしょうか。舟田さん、お願いします。 

【舟田構成員】  同じ７ページの下から２つ目、固定系通信市場に補助が回されるので

はないかということ。これはケイ・オプティコムさんにもそういう指摘があったと思いま

す。これは光卸を認めるかどうかで延々議論したときに、こういうおそれがあるので、そ

れをきっちり見るべきだというような制度になっているはずなのですけれども、この辺ど

うなっているのか。これは事務局のほうでしょうか。きちんと見ていただきたいと思いま

す。 

【新美主査】  ありがとうございます。これは注意喚起ということで、何か事務局あり

ましたら、どうぞ。 

【内藤料金サービス課企画官】  光卸の関係につきましては、導入に際していろいろ議

論もございまして、一定のガイドラインというものもできておりますし、先ほど紹介した

卸の届出公表制度というものも制度としてございます。まずはこういったものをきちんと

活用を図っていくということだと思っております。また、競争環境の検証というところに

つきましても、卸売サービスというものは、今年度の重点的に検証する事項となっており

ますので、我々としても詳細に実態を見ながら、反競争的なことがないかということを検

証していく方向でございます。 

【新美主査】   熱心にご議論いただきましたが、時間もそろそろ迫ってまいりました。

あと一方くらいはご発言をしていただける時間があろうかと思います。石田さん、どうぞ。 

【石田構成員】  観点がまるで違って大変申しわけないのですけれども、こういった議

論の中で、フィーチャーフォンからスマートフォンに変えることに二の足を踏んでいらっ
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しゃる方は、突然料金が高くなるのは困るということがあるかと思うんですけれども、実

態を見ますと、データ通信料、もともとそんなに使わない方にかなりなデータ通信料の契

約をしているというようなことが見られます。 

 端末代金の問題というのもありますが、そういう消費者に対する情報提供と、それとも

う一つは、代理店で、その方に対して適正なものを売る。ほんとうに必要なものを売って

いくということが必要だと思うんですね。決してその人にこんな５ギガとか４ギガとか必

要なく、大体通常であれば、１ギガから２ギガ程度というのが６０％ぐらいですかね。そ

のぐらいだとすれば、そういうものを勧めていくということが必要だと思います。そうい

う視点というのは今回の議論の中には入っていないのかもしれないのですけれども、やは

りそういうことも含めて、啓発という形になるのでしょうか、それもぜひ入れていただい

たらというふうに思っております。 

【新美主査】  ありがとうございます。これはもう少し広い観点からのご指摘かと思い

ますので、それも含めて議論は進めていきたいと思います。 

 それでは、先ほど申し上げましたように、そろそろ時間も参りましたので、本日の議論

はここまでとさせていただきたいと思います。非常に熱心に各論点についてご議論いただ

いたかと思いますので、次回の会合で今回のフォローアップの取りまとめの議論をしてい

ただきたいと考えております。 

 それでは、最後に、次回会合の日程について、事務局からご連絡をお願いいたします。 

【渡部料金サービス課課長補佐】  次回の日程、場所等の詳細は、調整の上、別途ご連

絡させていただきます。 

 以上でございます｡ 

【新美主査】  どうもありがとうございました。非常に熱心なご議論、改めて御礼申し

上げます。 

 以上で第２回会合については終了させていただきます。どうもありがとうございました。 

 

 


